
計画の期間
～いつまでの計画か4

　平成17年度から平成22年度までの６年間を計画期間
としました。「実施計画」は、３年ごとに見直しを行
います。

基本理念5

運営方針6
　運営の基軸を直接サービス提供型から地域コミュニ
ティ推進のためのマネジメント型に転換します。
　そして、地域ニーズを的確に捉え、マネジメントサ
イクルにより常に事業の見直しを行い、生きがいづく
り、健康づくり（介護・疾病予防）や子育て支援事業
とともに、制度のはざまでサービスを利用できない人
への援助や行政・民間にはなじまない事業にも積極的
に取り組み、地域に根ざした活動を推進していきます。
　なお、運営に当たっては、次の６つの視点で進めて
いきます。
　⑴　開かれた多摩市社協をめざします
　　　（情報の公開・提供、説明責任）
　⑵　 地域住民の参画と協働による支えあいの仕組み

づくりを支援します
　　　（地域福祉活動の担い手は地域住民）
　⑶　事業評価制度を取り入れます
　　　（マネジメントサイクルによる総合評価）
　⑷　自主財源を重点的に配分します
　　　（地域福祉活動に重点配分）
　⑸　受託事業の見直しを行います
　　　（多摩市社協の主体性と特性を生かして）
　⑹　計画の進捗状況をチェックします
　　　（「仮称地域福祉活動計画推進委員会」の設置）

地域福祉活動の推進

一人ひとりの人権の尊重
ノーマライゼーションの社会づくり
支えあいによる福祉のまちづくりの推進

住民主役の福祉のまちづくり

社会福祉協議会とは、
こんな団体です1

　社会福祉協議会（以下「社協」という）は、地域住
民・地域組織や福祉関係団体など自主的会員とする民
間の団体です。そして
　⑴　地域福祉事業の総合的な企画・立案・実施
　⑵　住民や民間団体の主体的活動への支援
　⑶　住民ニーズの把握、地域の福祉課題の明確化
　⑷　福祉サービスの利用支援
を行うことで、地域住民の自主的な活動を支援し、誰
もが身近な地域で安心して暮らしていける地域社会の
実現を目指していきます。

計画策定の
必要性（背景）と目的は2

　平成12年６月に社会福祉法が制定され、社協の役割
が、地域福祉を担う中心的団体として明確になりました。
　これを受けて、多摩市社会福祉協議会（以下「多摩
市社協」という）は、平成13年３月に運営の主眼を住
民が主体の福祉コミュニティづくりとする「第２次地域
福祉活動計画」（基本計画）を策定しました。その後
　⑴　支援費制度の実施（平成15年４月）
　⑵　介護保険制度の見直し（平成18年度に向けて）
　⑶　ボランティア・NPO法人の活動の活発化
　⑷　多摩市の「行財政再構築プラン」の策定
　などの動きがあり、福祉施策を取り巻く環境も大き
く変わりました。
　多摩市社協は、これらの動向を認識し、地域福祉推
進の中心的団体として自立した、効率的・効果的運営
を図ることを目的に、「第２次地域福祉活動計画」の
見直しとともに「実施計画」を策定しました。

計画の位置づけは3
　この計画は、東京都が策定した「地域福祉推進計画」
や多摩市策定の「健康福祉推進プラン」と連携する多
摩市社協策定の活動方針
であり事業計画です。
（三相計画）

多摩市第２次地域福祉活動計画（改訂版）【概要編】

第１章　総　論多摩市第２次地域福祉活動計画
（改訂版）

【概 要 編】
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多摩市社会福祉協議会

多摩市第２次地域福祉活動計画（改訂版）の本編は

〒206‒0032 南野3‒15‒１総合福祉センター７階
☎042－373－5611　 042－373－5612

「多摩市社会福祉協議会ホームページ」にて
ダウンロードすることができます

http://www.tamashakyo.jp/

社会福祉法人　多摩市社会福祉協議会

古紙配合率100％再生紙を使用しています



多摩市第２次地域福祉活動計画（改訂版）【概要編】

施策の方向性1
　隣人関係や地域の支えあいの不十分さなど、人と人
とのつながりや思いやりが希薄なっているといわれる
この時代、市民が安心して住み慣れた地域で生活する
ためには、市民や行政がそれぞれ「自助」・「共助」・
「公助」の精神に基づき、その役割を果たしていくこ
とが重要です。しかし、「自助」・「公助」には自ずか
ら一定の限界があり、「共助」即ち地域での支えあい
の輪を広げていくことが大きな発展につながります。
　多摩市社協としては、このような認識に立ち

福祉ニーズの把握

人材の発掘・育成

地域の支えあいの仕組みづくり

新たなボランティア活動の展開

権利擁護事業の推進

在宅福祉サービスの提供

諸制度のはざまにいる市民への援助

法人としての自立性の確保

　などの実現のため、次の五つの施策の方向性によ
り、地域ぐるみの福祉活動を目指します。

住民福祉活動の推進
地域住民の支えあいとネットワークの形成

1

ボランティア・市民活動の推進
 ボランティアセンターの充実と関係団体との連携

2

福祉サービス利用支援
市民の立場に立った福祉サービスの利用支援

3

在宅福祉サービスの推進
市民誰もが使いやすい福祉サービス

4

運営の基盤整備
市民の理解と参画による市民に見える社協

5

第２章　施策の展開

計画の体系図2 具体的な施策の展開については、次の計画の体系により施策の方向性ごとに「基本計画」・「実施計画」をまとめました。

住民ニーズ調査の実施

地域住民懇談会の開催

「福祉」に関する講座・勉強会などの開催

福祉協力員制度の推進

ふれあい・いきいきサロンの推進

小地域福祉活動のＰＲの充実

関係機関との連携と連絡会の開催

（仮称）地域福祉推進委員会の組織化

活動拠点（支部社協）の確保

相談事業の充実と情報収集・発信

支部社協の職員体制の整備

諏訪支部の設置場所・運営の見直し

地域ブロックにおけるネットワークの形成

ニーズの把握とサービスメニューの開発

支援体制の強化と事務局の効率的な運営

普及・啓発機能の強化

運営委員会の設置

情報収集・提供機能の強化

相談・マネジメント機能の強化

育成・支援・研修・助成事業の見直し・再
編と新たなプログラム開発の推進

研修体系の整備・強化

連絡調整・ネットワーク機能の強化

活動拠点の整備・充実

独自財源の確保

関係機関などとの連携強化

「(仮称）権利擁護センター」設立に向けて
の委員会の設置

「（仮称）受託事業のあり方検討委員会」の
設置

サービス内容の見直し・支援体制の整備

新しい環境に適応するためのプログラムの
編成

移譲後の作業所跡地の利用検討

グループホーム事業のあり方の検討

役員体制・機能の充実と強化

事業評価制の導入

第三者評価の実施

情報発信機能の強化

情報開示と個人情報保護の徹底

会員モニター制の導入

組織内における苦情処理対応システムの構築

指定管理者制度の検討

職員定数の適正化

人事交流の実施

ＯＪＴの実践と活用や研修体系の確立

自主財源の充実

効率的運営と適正な財源充当

総合相談・情報提供機能の充実
相談・情報機能の充実

(仮称）権利擁護センタ
ーの設立

受託事業（介護保険事
業含む）・支援費事業
のあり方の検討

障がい者通所施設など
の移譲

透明性のある組織体制
の確立

事務局体制の強化

財政基盤の強化と適正化

住民ニーズの把握と福
祉意識の高揚

小地域福祉活動と地域
福祉ネットワークの推進

地域福祉活動拠点
（支部社協）の整備

たすけあい有償活動の
展開

ボランティアセンター
の機能強化
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実施計画（具体的な施策の展開） 基本計画 施策の方向 基本計画

～「住民が主役の福祉のまちづくり」の実現～　地 域 福 祉 活 動 の 推 進　　基本理念

実施計画（具体的な施策の展開）

1

2
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